
令和７年６月教育委員会定例会議 議事録 

 

 

開会日時 令和７年６月27日（金） 午後２時00分 

閉会日時 令和７年６月27日（金） 午後２時32分 

 

場  所 岡崎市役所福祉会館２階201号室 

 

出 席 者   教育長  安藤 直哉 

教育委員 上原 三十三 小森 保生 田口 千代 千野 智子  

 

説明のため出席した職員 

     浅岡教育部長 宇都木教育監 加藤教育部次長兼施設課長 鈴木教育政策課長  

山元学校指導課長 神谷教育相談センター所長 柴田社会教育課長 

谷端中央図書館長 大澤美術博物館長 渋谷教育政策課副課長 

 

議事録指定職員 

早川教育政策課総務政策係係長 猪飼教育政策課主査 

 

 

日程 

日程第１ その他 

   ⑴ 岡崎市図書館協議会委員の委嘱について 

   ⑵ 岡崎市美術博物館協議会委員の委嘱について 

   ⑶ 岡崎市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

   ⑷ 岡崎市社会教育委員の委嘱について 

日程第２ 承認第２号 

     議会の議決を経るべき議案に関する意見の申出の臨時代理について 

日程第３ 第９号議案 

     岡崎市小規模特認校の指定について 

日程第４ 第10号議案 

     令和７年度全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて 

 

 

 

 

 



（議題等及び議事の要旨） 

■日程第１ その他 

 ⑴ 岡崎市図書館協議会委員の委嘱について 

中央図書館長 議案書等により「岡崎市図書館協議会委員の委嘱について」を

説明 

安藤教育長 質疑を許可 

 （質疑なし） 

  

 ⑵ 岡崎市美術博物館協議会委員の委嘱について 

美術博物館長 議案書等により「岡崎市美術博物館協議会委員の委嘱について」

を説明 

安藤教育長 質疑を許可 

 （質疑なし） 

 

 ⑶ 岡崎市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

教育相談センター所長 議案書等により「岡崎市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱

について」を説明 

安藤教育長 質疑を許可 

 （質疑なし） 

 

 ⑷ 岡崎市社会教育委員の委嘱について 

社会教育課長 議案書等により「岡崎市社会教育委員の委嘱について」を説明 

安藤教育長 質疑を許可 

 （質疑なし） 

  

■日程第２ 承認第２号 

 議会の議決を経るべき議案に関する意見の申出の臨時代理について 

教育政策課長 承認案件数と概要を説明 

教育政策課長 議案書等により「１ 物品の取得について（タブレット端末）」

を説明 

安藤教育長 質疑を許可 

千野委員 タブレット端末の取得にあたり、国の補助金等はあるのか 

教育政策課長 共同調達などの要件を満たした場合に、１台あたり最大55,000

円の３分の２が補助される。 

安藤教育長 「１ 物品の取得について（タブレット端末）」の採決（承認を

求める） 

 挙手（全員） 

安藤教育長 原案のとおり承認することを宣言 



教育政策課長 議案書等により「２ 物品の取得について（電子黒板）」を説明 

安藤教育長 質疑を許可 

 （質疑なし） 

安藤教育長 「２ 物品の取得について（電子黒板）」の採決（承認を求める） 

 挙手（全員） 

安藤教育長 原案のとおり承認することを宣言 

  

■日程第３ 第９号議案 

 岡崎市小規模特認校の指定について 

学校指導課長 議案書等により「岡崎市小規模特認校の指定について」を説明 

安藤教育長 質疑を許可 

田口委員 複式学級があることが小規模特認校の指定条件であるが、特認

校への入学者が増えると、複式学級となる児童数を超過するこ

とになってしまうのではないか。その場合の要件はどのように

なるのか。 

学校指導課長 複式学級となる人数の境界があり、各校はその現制度の中で境

界数までは受入れ可能というかたちで募集している。 

田口委員 複式学級をなくすことはないのか。 

学校指導課長 現制度においては、複式学級をなくす制度設計とはなっていな

い。 

上原委員 当該制度を利用して入学した児童や保護者からの学び等に関す

る意見はどのようなものがあるのか。 

学校指導課長 小規模校であることから、先生と児童とのきめ細かな時間や対

応に非常に満足しているという意見がある。また、学校の立地

の関係から自然を活かした体験も貴重な経験という意見もいた

だいている。 

安藤教育長 「岡崎市小規模特認校の指定について」の採決（挙手を求める） 

 挙手（全員） 

安藤教育長 原案のとおり可決することを宣言 

  

■日程第４ 第10号議案 

 令和７年度全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて 

学校指導課長 議案書等により「令和７年度全国学力・学習状況調査結果の取

扱いについて」を説明 

安藤教育長 質疑を許可 

 （質疑なし） 

安藤教育長 「令和７年度全国学力・学習状況調査結果の取扱いについて」

の採決（挙手を求める） 

 挙手（全員） 



安藤教育長 原案のとおり可決することを宣言 

 

 

 

岡崎市教育委員会会議規則第 14 条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 令和７年７月 24 日 

 

                   教育委員会教育長  安藤 直哉 

 

                   教育長職務代理者  上原 三十三 


